
東久留米市の給与・定員管理等について
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東久留米市企画経営室職員課
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目　次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

東久留米市の給与・定員管理等について

　市職員の給与制度については、市議会における給与条例、予算などの審議が
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１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

A B

 (2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）1　職員手当には退職手当を含みません。

      2　職員数は、平成23年4月1日現在の一般職(教育長と再任用短時間勤務職員を含む)に属する職員数です。

※　「（参考）類似市平均一人当たり給与費」については、総務省からデータが提供され次第掲載いたします。

 (3) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

【参考】東久留米市の地域手当補正後ラスパイレス指数（平成23年4月1日現在）

（注）1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

　　　2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

　　　　なお、東久留米市の類似団体は次のとおりです。

　　　　　・平成18年4月1日現在：　東京都昭島市、小金井市、国分寺市など33団体

　　　　　・平成23年4月1日現在：　埼玉県加須市、鴻巣市、三郷市、千葉県木更津市、成田市など43団体

　　　　※ラスパイレス指数については、総務省からデータが提供され次第、平成19年と平成24年の状況に更新いたします。

104.7

※「地域手当補正後」ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方
公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。

千円 千円

区　　分

2,227,416 664,736 832,262 3,724,414 5,635

給 与 費 B/A

23年度
人 千円 千円 千円 千円

661

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一 人 当 た り （参考）類似市平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 一人当たり給与費

％ ％

114,355 36,781,585 772,574 5,935,143 16.1 16.7

（参考）

　　　　　（23年度末） Ｂ/Ａ 22年度の人件費率

23年度
人 　　　　　　　千円 千円 千円

区　　分
住民基本台帳人口 歳 出 額 実質 収支 人 件 費 人件費率

(H18) 

101.4 

(H18) 

97.3 

(H18) 

97.4 

(H23) 

99.1 (H23) 

98.4 

(H23) 

98.8 

90 

95 

100 

105 

東久留米市 類似団体平均 全国市平均 
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２　一般行政職給料表の状況（平成24年４月１日現在）

（単位：円）

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成24年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

人

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

（注）　個人情報保護の観点から、対象となる職員数が１人又は２人の場合は、「アスタリスク(＊)」としています。

　　　　(その他、数値のない欄については、「ハイフン(－)」としています。)

353,816

学校給食員

＊

394,593

＊ ＊ ＊

類似団体

国 49.7 3,479 285,030 - 323,181

東京都 47.3 1,681 301,846 412,232 376,425

362,600 424,291 417,677

そ の 他 41.2 9 286,633 337,063 327,581

289,575 334,497 330,147
う
　
　
　
ち

清掃作業員 40.5 24 297,829

6

守 衛 2

用 務 員 56.0

東久留米市 42.8 65

2441.6

300,982 369,312 348,974

区　　分

公　務　員

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額

（A） （国ベース）

国 42.8 329,917 - 401,789

類似団体

東久留米市 43.9 316,153 415,018 370,217

東京都 42.3 328,251 460,587 409,876

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１号給の
138,300 200,000 223,500 256,900 285,900 334,900

給料月額

467,000
給料月額

最高号給の
336,000 367,700 409,400 426,800 450,700
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歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータ（賃金センサス）を使用しています。（平成20年～22年の3ヶ年平均）

【賃金センサス】

　　賃金センサスとは、主要産業に雇用される労働者を対象にその賃金の実態を明らかにすることを目的として、厚生労働省が実施する

　「賃金構造基本統計調査」のデータです。

　　今回、総務省通知に基づき、総務省が提供する賃金センサスに基づく民間類似職種との賃金と技能労務職の給与を比較しております

　が、賃金センサスにおいては、

　　①　公務類似ではない産業のデータも含むこと

　　②　年齢・経験・業務内容の点において完全に一致していないデータも含むこと

　　③　次のいずれかに該当する労働者を対象にしていること

　　　　　・期間を定めずに雇われている労働者

　　　　　・１ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者

　　　　　・日々または１ヶ月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、４月及び５月にそれぞれ１８日以上雇用された労働者

以上のような違いがあることから、単純に比較することは適切ではありませんが、民間の給与水準として参考に掲載しています。

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれの平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給

　された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

※その他とは、学校以外の給食員、土木作業員です。

※　空欄の数値については、総務省からデータが提供され次第掲載いたします。

（注）1　「平均年齢」は、10進法で小数点第1位までを表しています。

　　　2　「平均給料月額」とは、平成24年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      3　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当

　　　　　などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされて

　　　　　いるものです。

　　　4　「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等

　　　　　の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

＊

う
　
　
　
ち

清掃作業員 廃棄物処理業
従業員

6,719,007

4,241,300

そ の 他 － － － － 5,194,680

2,943,200 2.28

3,868,500 1.38

－ －

守 衛 守 衛 54.2 295,600

2.02

1.36 6,120,378 4,035,300 1.52

学校給食員 調 理 士 40.3 291,100 1.15 5,326,808

44.6 290,600

用 務 員 用 務 員 53.8 209,700

C／D
（C）

東久留米市 － － － － － － －

区　　分

民　　間 参　　考

対応する民間
の類似職種

平均年齢
平均給与月額

（B）
A／B

年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間
（D）
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 (2) 職員の初任給の状況（平成24年4月1日現在）

円

円

円 円 円

円 円 円

円

（注）　この初任給のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当などが支給されます。

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成24年4月1日現在）

円 円 円

円 円

円

（注）　個人情報保護の観点から、対象となる職員数が１人又は２人の場合は、「アスタリスク(＊)」としています。

　　　　(その他、数値のない欄については、「ハイフン(－)」としています。)

359,793

137,200

129,200

＊

-

－ 303,933
技能労務職

高　校　卒 271,171 309,400

中　学　卒 －

区　　　　分 経験年数9年～11年 経験年数14年～16年 経験年数19年～21年

一般行政職
大　学　卒 260,929 329,927

高　校　卒

技能労務職
高　校　卒 137,200 137,200

中　学　卒 － －

－ ＊

Ⅰ種 181,200

Ⅱ種 172,200

高　校　卒 142,700 142,700 140,100

一般行政職
大　学　卒 181,200 円 181,200 円

区　　　　　分 東 久 留 米 市 東 京 都 国
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４　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成24年4月1日現在）

（注）1　東久留米市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　　2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

　 （注） 平成21年4月1日に7級制から6級制に変更しました。（旧給料表の1級と2級を統合）

 (2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

１　　級 定型的な業務を行う職務 139人 40.4%

１．勤務成績の評定の実施状況
　　地方公務員法第40条第1項の規定に基づき、毎年9月1日を評定基準日として全職員に対して勤務成績の評定を実施してい
ます。

２．昇給への勤務成績の反映状況
　　勤務成績の評定の結果を、昇給区分の決定について反映させています。
　　平成23年度は以下の特別昇給について、勤務成績の評定の結果を反映させました。
　　・成績特別昇給　（昇給月を6月短縮）

0.0%

２　　級
主任 75人 21.8%

高度の知識、技術又は経験を必要とする職務 11人 3.2%

４　　級 課長補佐 24人 7.0%

３　　級
係長 54人 15.7%

高度の知識、技術又は経験を必要とする主任

６　　級 部長 10人 2.9%

５　　級 課長 31人 9.0%

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

1級 

40.3% 
1級 

34.7% 

1級 

4.3% 

2級 

25.1% 2級 

28.5% 

2級 

19.1% 

3級 

15.7% 
3級 

16.3% 

3級 

35.7% 

4級 

7.0% 
4級 

7.7% 

4級 

15.6% 

5級 

9.0% 
5級 

9.5% 

5級 

11.8% 

6級 

2.9% 

6級 

3.3% 6級 

10.2% 

7級 

3.2% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

平成24年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比 
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５　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　

 (2) 退職手当（平成24年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置　

　定年前早期退職特例措置（2～20%加算） 　定年前早期退職特例措置（2～20%加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 　

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、平成23年度に退職した職員に支給された平均額です。

その他の加算措置

10,605 23,693

49.75 59.20 47.50 59.28

59.20 59.20 59.28 59.28

24.25 33.50 23.50 30.55

32.50 43.50 33.50 41.34

１．勤務成績の評定の実施状況
　　地方公務員法第40条第1項の規定に基づき、毎年9月1日を評定基準日として全職員に対して勤務成績の評定を実施し
ています。

２．勤勉手当への勤務実績の反映状況
　　勤勉手当の成績率を決定するにあたり、勤務成績の評定による勤務実績の反映を行っていません。

東　久　留　米　市 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

・職務段階別加算　　3～20% ・職務段階別加算　　 3～20% ・役職段階別加算 　　 5～20%

・管理職加算　　　　　15～25% ・管理職加算　　　　　 10～25%

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.5 0.60 1.45 0.65 1.45 0.65

2.95 1.00 2.60 1.35 2.60 1.35

1人当たり平均支給額（23年度）
―

1,321

（23年度支給割合） （23年度支給割合） （23年度支給割合）

1人当たり平均支給額（23年度）

1,635

東　久　留　米　市 東　　　　京　　　　都 国
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 (3) 地域手当

（平成24年4月1日現在）

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（平成24年4月1日現在）

円

円

（注）能率手当は、平成23年度から廃止しました。

 (5) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 22 年 度 決 算 ） 217,368 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 22 年 度 決 算 ） 362 千円

支 給 実 績 （ 平 成 23 年 度 決 算 ） 250,122 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 23 年 度 決 算 ） 419 千円

不快手当 清 掃 職 員 等 小動物の死体処理 1体 500

（参考）　能率手当 全 職 員 年末年始に行う緊急の業務 1時間 750

手当の種類（手当数） 1 種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算） 3,820 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度） 3.6 ％

支給実績（23年度決算） 96 千円

東久留米市全地域 10 699 6

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算） 419,842 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支給実績（23年度決算） 293,470 千円
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 (6) その他の手当（平成24年4月1日現在）

円

円

円世帯主、もしくは世帯主に準ずる者

80,328 円

夜間勤務
手　　　当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午
前５時までの間に勤務することを命ぜられた職
員に対して支給
　勤務1時間当たりの単価×25％

異なる
勤務1時間当たり
の単価算出方法
及び支給割合

1,232 千円 307,982 円

休日勤務
手　　　当

休日において正規の勤務時間中に勤務する
ことを命ぜられた職員に対して支給
　勤務1時間当たりの単価×135％

異なる
勤務1時間当たり
の単価算出方法
及び支給割合

13,174 千円

72,158 円

管理職
手　 当

部長職　給料月額×20％
課長職　給料月額×15％

異なる
支給対象者、
支給割合

38,744 千円 842,240 円

98,166 円8,500

通勤手当

・交通機関を利用する職員に対しては６ヶ月
通勤定期代を一括支給
・バス利用の者に対しては必要金額をＩＣカー
ド等の使用金額に換算し支給
・交通用具（自動車、自転車等）使用者に対し
ては、用具の種類、距離によって細分化され
た一律の金額を毎月支給

異なる
交通用具利用
者の使用距離、
及び支給額

46,470 千円

住居手当 異なる
支給対象者、
支給対象区分、
支給単価

38,383 千円

千円 193,069 円

子ども・その他の親族（２人まで） 6,000

子ども・その他の親族(３人以上
の
場合、２人分を除く)

6,000 円

16歳～22歳の子どもがいる場合
の加算

4,000

扶養手当

配偶者 13,500

異なる
支給対象者、
支給単価

45,951

円

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
(23年度決算)

支給職員一人当り
平均支給年額
（23年度決算）
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６　特別職の報酬等の状況（平成24年4月1日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

96万円×在職年数×400/100 1,536万円 任期終了時

84万円×在職年数×300/100 1,008万円 任期終了時

(注）１　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）     

       勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

（注）２　市長の給料月額について

　　　　（）内は、「東久留米市特別職の給料の特例に関する条例」に基づく、

　　　平成22年7月1日から平成26年1月19日までの月額です。

（注）３　議長、副議長及び議員の報酬月額について

　　　（）内は、　「東久留米市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例」に基づく、

　　　平成23年7月1日から平成27年4月30日までの月額です。

※　空欄の数値については、総務省からデータが提供され次第掲載いたします。

期
末
手
当

市 長 　　（23年度支給割合）

議 長 　　（23年度支給割合）

副 議 長 4.5

退
職
手
当

市 長

副 市 長

議 員

副 市 長 3.95

副 市 長 840,000

510,000（484,500）

議 員

報

酬

議 長 550,000（522,500）

副 議 長

480,000（456,000）

区 分 給 料 月 額 等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 960,000（768,000）
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７　職員数の状況

 (1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年4月1日現在）

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

＜参考＞人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人 人 人

人 人 人

＜参考＞人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人 人 人

人 人 人

人 人 人 ＜参考＞人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職(教育長を含む)に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

※　空欄の数値については、総務省からデータが提供され次第掲載いたします。

業務増による増

0消防部門 0

[867］ [867］ [0］
合　　計

624 613 △ 11 53.61

小　計 45 人 46 人 1 人

その他 39 39 0

（類似団体の人口1万人当たり職員数

　
会
計
部
門

公
営
企
業
等

下水道 6 7 1 業務増による増

小　計 579 人 567 人 △ 12 人
49.58

0

（類似団体の人口1万人当たり職員数

教育部門 87 84 △ 3 職員の再任用化による減

計 492 人 483 人 △ 9 人
42.24

衛　　生 56 47 △ 9 清掃作業の民間委託化による減

民　　生 220 216 △ 4 保育園職員の退職不補充等による減

土　　木 48 51 3 業務増による増

商　　工 3 3 0

農林水産 4 4 0

労　　働 0 0 0

税　　務 49 49 0

総　　務 105 106 1

主な増減理由
平成23年 平成24年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会 7 7 0

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数
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 (2)年齢別職員構成の状況（平成24年4月1日現在）

　

（注）　職員数は一般職(教育長を含む)に属する職員数です。

55人89人 81人 72人3人 47人 46人 1人 613人74人

27歳 31歳 47歳

区　分

20歳 20歳 24歳

未満

職員数

23歳

45人

40歳

～ ～ ～

28歳

30人 70人

55歳43歳

～

52歳

～

35歳 39歳

～ ～

51歳

56歳 60歳

～ ～ ～

44歳 48歳

計

59歳 以上

32歳 36歳

0  

5  

10  

15  

20  

25  

2
0
歳
未
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～
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～
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～
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6
0
歳
以
上
 

構成比 

5年前の構成比 

% 
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 (3) 職員数の推移

（単位：人・％）

（注）1　職員数は各年における定員管理調査において報告した、教育長を含む部門別職員数です。

　　　2　消防部門の減には、平成22年4月1日からの東京消防庁への事務委託による消防職員の減を含みます。

　　　　　　　　　　　　　　年　度

　部　門　別
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

過去５年間
の増減数（率）

一 般 行 政 514 521 503 497 492 483 △ 31 (△6.％)

教 育 116 111 97 93 87 △ 32 (△27.6％)

消 防 124 120 115 0 0 0

613 △ 198 (△24.4％)

△ 124 (△100.0％)

公 営 企 業 等 会 計 計 57 48 46 45

総 合 計 811 800 761 635 624

(△19.3％)45 46 △ 11

84
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